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令和７年３月２５日 

常総市規則第２号 

 

〇常総市市民の広場の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，常総市市民の広場の設置及び管理に関する条例（令和７年

常総市条例第  号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき，条例

の施行について，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例によ

る。 

（開場日及び開場時間） 

第３条 市民の広場の開場日は，年間を通じ毎日とする。 

２ 市民の広場の開場時間は，午前９時から午後９時までとする。 

３ 第１項又は第２項の規定にかかわらず，市長が特別の事情があると認めると

きは，開場日及び開場時間を変更することができる。 

（利用申請） 

第４条 条例第５条第１項の規定による許可を受けようとする者（第３項におい

て「申請者」という。）は，常総市市民の広場利用許可申請書（以下「利用許

可申請書」という。）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は，利用しようとする日又は期間の初日（第７条１項

において「利用予定日」という。）の６月前から５日前までの期間内に行わな

ければならない。ただし，市長が特別の事情があると認めるときは，この限り

でない。 

３ 市長は，利用許可申請書について，必要な書類を申請者に添付させることが

できる。 

（利用許可） 

第５条 市長は，前条第１項の規定による申請を受けた場合は，速やかにその内

容を審査し，適当と認めるときは，常総市市民の広場利用許可書（以下「利用

許可書」という。）を当該申請をした者に通知するものとする。 

（利用許可の取消し等） 

第６条 条例第８条第１項の規定による利用条件の変更，利用の停止及び利用許
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可の取消しは，常総市市民の広場利用変更／停止／取消通知書により行うもの

とする。 

（利用の中止等） 

第７条 利用者は，市民の広場の利用を中止しようとするときは，利用予定日の

３日前までに，常総市市民の広場利用取消許可申請書に利用許可書を添えて，

市長に申請しなければならない。 

２ 利用者は，利用許可書の内容を変更しようとするときは，新たに，利用許可

申請書に利用許可書を添えて，速やかに，市長に申請しなければならない。 

３ 市長は，第１項の規定による申請を許可したときは常総市市民の広場利用取

消許可書を通知し，前項の規定による申請を許可したときは新たに利用許可書

を通知するものとする。 

（遵守事項） 

第８条 利用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑となる行為を行わないこと。 

(2) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑となる物品を携行しないこと。 

(3) 許可を受けないで条例第５条第１条各号に規定する行為その他これに類す

る行為をしないこと。 

(4) 所定の場所以外で，飲食，喫煙又は火気の利用をしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び様式は，市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


